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地方空港受入環境整備事業費補助金交付要綱 

 

平成２９年５月３０日 国空総第１２８号 

国空業第 ２２号 

国空計第 １２号 

 

（通則） 

第１条 地方空港受入環境整備事業費補助金（以下「補助金」という。）の交付については、

予算の範囲内において交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する

法律（昭和３０年法律第１７９号）及び同法施行令（昭和３０年政令第２５５号）の定めによる

ほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この補助金は、地方空港へのＬＣＣ等の国際線の就航を推進するとともに、今後、増

大することが見込まれる航空旅客を受け入れる際のボトルネック解消により受入環境の高

度化を図ることを目的とする。 

 

 （定義） 

第３条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。 

一 「国管理空港等」とは、空港法（昭和３１年法律第８０号）第１５条第１項に規定する国管

理空港(空港整備法及び航空法の一部を改正する法律（平成２０年法律第７５号）附則第

３条第１項に規定する特定地方管理空港（以下、単に「特定地方管理空港」という。）を除

く。)及び空港法附則第２条第１項に規定する共用空港(それぞれ第３号に掲げるものを

除く。)をいう。 

二 「地方管理空港等」とは、空港法第５条第１項に規定する地方管理空港及び特定地方

管理空港(それぞれ第３号に掲げるものを除く。)をいう。 

三 「コンセッション空港」とは、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法

律（平成２５年法律第６７号）第２条第５項に規定する国管理空港特定運営事業、同条第

６項に規定する地方管理空港特定運営事業若しくは同法附則第３条に規定する共用空

港特定運営事業（以下、「特定運営事業」という。）が実施されている空港又は同法附則

第１４条第１項の特定地方管理空港の運営等（以下「特定地方管理空港の運営等」とい

う。）が実施されている空港をいう。 

四 「訪日誘客支援空港」とは、東京国際空港、新千歳空港及び福岡空港を除く国管理空

港等、地方管理空港等及びコンセッション空港のうち、高度な誘客又は就航促進の取組

みを行う空港として認定された空港をいう。 

五 「地方公共団体等」とは空港の所在する地方公共団体、特定運営事業又は特定地方
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管理空港の運営等を実施する民間事業者、航空旅客ターミナル施設を設置し、又は管

理する者並びに空港法第１４条に規定する協議会その他の協議会及びその構成員をい

う。 

 

（補助対象事業等） 

第４条 国土交通大臣（以下「大臣」という。）は、国際線の新規就航若しくは増便又は空港の

国際線受入環境の高度化に係る事業（以下「補助対象事業」という。）に必要な経費のうち、

補助金交付の対象として大臣が認める経費（以下「補助対象経費」という。）について、予

算の範囲内において補助対象事業者に対し補助金を交付する。 

２ 補助対象事業の種目並びに補助対象事業の種目ごとの補助対象経費、補助対象事業者

及び補助金の額は、別表に定めるものとする。 

 

 （補助金交付要望書の提出) 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付要望書(様式第１)をその

定めるところに従い、大臣に提出するものとする。 

 

（交付の内定） 

第６条 大臣は、前条の規定による補助金交付要望書の提出があったときは、補助対象及び

補助金の額を内定し、補助金交付内定通知書(様式第２)をその補助金交付要望書を提出

した者に送付するものとする。 

 

 （補助金交付申請） 

第７条 前条の規定による内定の通知を受けた補助対象事業者は、補助金の交付を受けよ

うとするときは、様式第３による補助金交付申請書を、大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の申請書を提出するにあたって、様式第４により課税事業者、

簡易課税事業者又は免税事業者の事業者種別を明らかにするとともに、当該補助金に係

る仕入に係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当

する額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入に係る消費税額として

控除できる部分の金額と当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方

消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。）があ

り、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請をしなければならない。ただ

し、申請時において当該補助金に係る消費税等相当額が明らかでない場合は、この限りで

はない。 

 

 （交付の決定及び通知） 

第８条 大臣は、前条第一項の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、審査の
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上、交付決定を行い、様式第５による交付決定通知書を補助対象事業者に通知するもの

とする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（交付決定の変更等の申請） 

第９条 補助対象事業者は、補助対象事業の内容又は補助対象経費の配分について変更し

ようとするときは、あらかじめ様式第６による交付決定変更申請書を大臣に提出し、その

承認を受けなければならない。 

    

（交付決定の変更及び通知） 

第１０条 大臣は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があったときは、審査の上、

交付決定の変更を行い、様式第７による交付決定変更通知書を補助対象事業者に通知す

るものとする。 

２ 大臣は、前項の通知に際して、必要な条件を付すことができる。 

 

（申請の取下げ） 

第１１条 補助対象事業者は、補助金の交付の決定後、その交付の決定に係る申請の取下

げをするときは、交付決定の通知を受けた日から起算して３０日以内に、その旨を記載した

書面を大臣に提出しなければならない。 

 

（状況報告等） 

第１２条 補助対象事業者は、大臣の要求があった場合には、すみやかに様式第８による状

況報告書を大臣に提出しなければならない。 

２ 補助対象事業者は、補助対象事業（別表の種目（３）に係るものに限る。）の遂行状況に

ついて、補助金の交付決定に係る国の会計年度の４月１日から１１月３０日までの期間に

ついて作成した状況報告書を、当該年度の１２月１５日までに、大臣に提出しなければなら

ない。 

３ 大臣は、補助対象事業が適切に実施されていないと認めるときは、是正のための措置を

取るべきことを補助対象事業者に命ずることができる。 

 

（実績報告） 

第１３条 補助対象事業者は、補助対象事業が完了したときは、その日から１か月を経過した

日又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに様式第９による完了実績報告書を大

臣に提出しなければならない。ただし、別表の種目（３）について、補助対象事業の全部が

交付決定年度内に完了しないときには、翌年度４月３０日までに様式第１０による終了実績

報告書を大臣に提出しなければならない。 
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（補助金の額の確定及び通知） 

第１４条 大臣は、前条本文の規定による完了実績報告を受けた場合であって、その報告に

係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適

合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第１１により補助対象事業

者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払い等） 

第１５条 補助金の支払いは、原則として前条の規定により交付すべき補助金の額を確定し

た後に行うものとする。ただし、必要があると認められる場合は、会計法（昭和２２年法律第

３５号）第２２条及び予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第５８条第４号に基づ

く財務大臣との協議が調った際には、補助金の全部又は一部について概算払することが

できる。 

２ 大臣は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額

を超える補助金が交付されているときは、その超える額の補助金の返還を命ずるものとす

る。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、期限内に納付

がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年

利１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１６条 補助対象事業者は、国から補助金の支払いを受けようとするときは、様式第１２に

よる補助金支払請求書を大臣に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消し及び補助金の返還命令）  

第１７条 大臣は、次の各号に掲げる場合には交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又

は変更することができる。  

一  補助対象事業者が、法令、本要綱若しくは本要綱に基づく大臣の処分又は指示に違

反した場合 

二  補助対象事業者が、補助金を補助対象事業以外の用途に使用した場合 

三 補助対象事業者が、補助対象事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為を行った

場合 

四 補助対象事業者（別表の種目（３）の補助対象事業者を除く。）が補助金の交付を受け

たにもかかわらず、当該年度（地方公共団体における出納整理期間等を含む。）に地方

公共団体等から同額以上の補助金の交付等を受けなかった場合 

五 前各号に掲げる場合のほか、交付決定後に生じた事情の変更等により、補助対象事
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業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合  

２   大臣は、前項の規定による交付決定の取消しを行った場合において、既に当該取消し

に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又

は一部の返還を命ずるものとする。 

３   大臣は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付

の日までの期間に応じて年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せ命ずるも

のとする。 

４  第２項の補助金の返還期限は、補助金の交付決定の取消の通知の日から２０日以内と

し、期限内に納付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未

納付額につき、年利１０．９５％の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

 （消費税仕入控除額の確定に伴う補助金の返還） 

第１８条 補助対象事業者は、補助事業の完了（大臣の承認を受けた中止及び廃止を含む。）

後に、消費税の申告により補助金にかかる消費税仕入控除額が確定したときは、様式第１

３を速やかに提出しなければならない。 

２ 大臣は、前項の報告があったときは、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還

を命ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、当該命令のなされた日から２０日以内とし、納期日までに

納付がない場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、未納金の額につき、

年利１０．９５%の割合で計算した延滞金を徴収するものとする。 

 

（事業の中止等） 

第１９条 補助対象事業者は、補助対象事業の中止、廃止又は譲渡を行おうとする場合は、

様式第１４による補助対象事業中止申請書を大臣に提出し、その承認を受けなければなら

ない。 

 

（補助金の整理） 

第２０条 補助対象事業者は、補助対象経費に係る補助金について収入及び支出に関する

帳簿を備え、他の経理と区分して補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の帳簿とともにその内容を証する書類を整理して、補助対象事

業の完了する日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（取得財産等の整理） 

第２１条 補助対象事業者は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産（以下

「取得財産等」という。）については、特別の帳簿を備え、その取得し、又は効用の増加した

時期、所在場所及び価格並びに取得財産等に係る補助金等の取得財産等に関する状況
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が明らかになるよう整理しなければならない。 

 

（帳簿等の保存） 

第２２条 補助対象事業者は、次の各号に掲げる帳簿等を、財産処分制限期間を経過する

日までの間、保存しなければならない。 

一 取得財産等の得喪に関する書類 

二 取得財産等の現状把握に必要な書類及び資料類 

 

（取得財産等の管理等） 

第２３条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善

良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らな

ければならない。 

 

（取得財産等の処分の制限） 

第２４条 補助対象事業者は、取得財産等について、補助金交付の目的及び減価償却資産

の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して大臣が別に定める

期間を経過するまでの間、大臣の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して処分を

してはならない。 

２ 補助対象事業者は、前項の処分をしようとするときは、あらかじめ様式第１５による財産処

分承認申請書を提出して大臣の承認を受けなければならない。 

３ 大臣は、前項の承認をしようとする場合において、交付した補助金のうち第１項の処分時

から財産処分制限期間が経過するまでの期間に相当する分を原則として返還させるととも

に、さらに、当該処分により補助対象事業者に利益が生じるときは、交付した補助金額の

範囲内でその利益の全部又は一部を国に納付させることとする。 

 

（補助金調書） 

第２５条 補助対象事業者（地方公共団体の補助対象事業者に限る。）は、当該補助対象事

業に係る歳入歳出の予算書並びに決算書における計上科目及び科目別計上金額を明ら

かにする様式第１６による補助金調書を作成しておかなければならない。 
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別表（第４条第２項関連） 

  

種目（１） 

 国際線の新規就航又は増便に係る着陸料補助 

補助対象経費 

 訪日誘客支援空港である地方管理空港等又はコンセッション空港に着陸する国際線に

かかる航空機（平成２９年夏ダイヤ以降に増加（新規就航を含む。以下同じ。）した便

（当該増加から３年を経過していないものに限る。）に使用されるものに限る。）に係る本

則の着陸料（補助金の交付を受けようとする会計年度に発生したものに限る。）（以下

「着陸料」という。） 

補助対象事業者 

 航空運送事業者 

補助金の額 

 着陸料について地方公共団体等の補助する額又は減免する額以内で、かつ、補助対

象経費に１／３を乗じて得た額以内の額（※） 

（※） 国の補助金の額は、補助対象経費から着陸料について地方公共団体等の補助する

額を除いた額又は地方公共団体等による減免後の着陸料の額を超えないものとする。 

      また、着陸料について地方公共団体等の補助する額又は減免する額が補助対象経

費に１／３を乗じて得た額に満たない場合には、国は補助しないものとする。 

 

種目（２） 

 国際線の新規就航又は増便に必要となる経費補助 

補助対象経費 

 訪日誘客支援空港における国際線（平成２９年夏ダイヤ以降に増加（新規就航を含む。

以下同じ。）した便（当該増加から３年を経過していないものに限る。）に限る。）に係る下

記の経費（補助金の交付を受けようとする会計年度に発生したものに限る。）（以下「新規

就航等に係る経費」という。） 

・事務所、チェックインカウンター、チェックイン機の設置･増設経費 

・事務所、チェックインカウンター、チェックイン機等のターミナル施設の使用に係る経費 

・旅客サービス、ランプサービス等のグランドハンドリング経費 

補助対象事業者 

 航空運送事業者 

補助金の額 

 新規就航等に係る経費について地方公共団体等の補助する額又は減免する額以内

で、かつ、補助対象経費に１／３を乗じて得た額以内の額（※） 
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（※） 国の補助金の額は、補助対象経費から新規就航等に係る経費について地方公共団

体等の補助する額を除いた額又は地方公共団体等による減免後の経費の額を超え

ないものとする。 

      また、新規就航等に係る経費について地方公共団体等の補助する額又は減免する

額が補助対象経費に１／３を乗じて得た額に満たない場合には、国は補助しないもの

とする。 

 

種目（３）  

 空港の国際線受入環境の高度化に必要となる経費補助 

補助対象経費 

 国管理空港等（東京国際空港を除く。）、地方管理空港等又はコンセッション空港にお

ける国際線の新規就航又は増便に必要な下記の経費（単純更新に係るものを除く。）

ただし、訪日誘客支援空港については、優先的に取り扱うものとする。 

イ 整備費 

・ランプバス利用者等の待合施設 

・バゲージハンドリングシステム 

・ボーディングブリッジ、エプロンルーフ 

・交通アクセス施設（複数のレンタカー事業者が共同で使用する施設（ターミナル、受付

カウンター、駐車場等）に限る。） 

ロ 購入費 

・ランプバス（移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関

する基準を定める省令（平成 18 年国土交通省令第 111 号）第 37 条から第 40 条まで

に規定する基準に適合するものに限る。）及びパッセンジャーステップ 

補助対象事業者 

 航空旅客ターミナル施設を設置し、若しくは管理する者又は地方公共団体 

補助金の額 

 補助対象経費に１／３を乗じて得た額以内の額 

 


